
（別紙５－２）

公表日 氏名 事務所の名称 所在地 助成金の名称 支給を取り消した日 返還を命じた額 返還状況 不正の内容

1 令和7年6月3日 鍋島　伸之 やさしい社労士事務所
東京都千代田区九段南1-5-
6りそな九段ビル5階

両立支援等助成金
（育児休業等支援コース）

令和7年5月30日
1社：785,000円
2社：未然防止

未返還

東京労働局管内の事業所３社にかかる
当該助成金の支給申請において、就業
規則（育児・介護休業規程）を改ざん
し、当該助成金の不正受給に関与した
もの。

2 令和7年6月17日 縣　昌宏
社会保険労務士縣昌宏事務
所（申請当時）

東京都中央区日本橋茅場町
1-9-4長寿ビル3Ｆ
（申請当時）

雇用調整助成金 令和7年6月2日 12,444,000円 未返還

東京労働局管内の事業所１社にかかる
当該助成金の支給申請において、実際
には対象労働者が就労した日につい
て、休業して休業手当を支給したとする
虚偽の申請書類を作成し、当該助成金
の不正受給に関与したもの。

3

4

5

不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人

両立支援等助成金（問い合わせ先）

東京労働局雇用環境・均等部企画課

電話　03－6893-1100

雇用関係助成金（問い合わせ先）

東京労働局職業安定部職業対策課

ハローワーク助成金事務センター

電話　03－5909－3122

※「返還状況」欄は公表日時点の情報を掲載。


